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建築士法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。
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建築士法施行細則の一部を改正する規則

第１条 建築士法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第７７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（総則）

第２条 法、政令、省令及びこの規則により、国土交通大臣又は知

事に提出する申請書、届出書、受験申込書その他の書類（県指定

登録機関（法第１０条の２０第１項の規定により知事が指定する者を

いう。以下同じ。）、県指定試験機関（法第１５条の６第１項の規

定により知事が指定する者をいう。以下同じ。）及び指定事務所

登録機関（法第２６条の３第１項の規定により知事が指定する者を

いう。以下同じ。）に係るものを除く。）は、住所地を管轄する

地方局長を経由しなければならない。

（免許の申請）

第４条 省略

２ 前項の免許申請書には、申請前６月以内に撮影した無帽、正

面、上半身、無背景の縦の長さ４．５センチメートル、横の長さ３．５

センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入し

たもの（以下「二級建築士等免許証用写真」という。）をちよう

付しなければならない。

３ 第１項の場合において、法第４条第３項の規定によつて二級建

築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、第１項の免許

申請書に、外国の建築士免許証の写しを添えなければならない。

（免許）

第５条 知事は、前条の規定による申請があつた場合においては、

免許申請書の記載事項を審査し、申請者が二級建築士又は木造建

築士となる資格を有すると認めたときは、それぞれ法第５条第１

項の二級建築士名簿又は木造建築士名簿（以下「名簿」とい

う。）に登録して、申請者の区分に応じそれぞれ第２号様式によ

る二級建築士免許証又は第３号様式による木造建築士免許証（以

下「免許証」という。）を交付する。

２ 省略

（登録事項の変更）

第７条 二級建築士又は木造建築士は、前条第２号に掲げる登録事

項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から３０日

（総則）

第２条 法、政令、省令及びこの規則により、国土交通大臣又は知

事に提出する申請書、届出書、受験申込書その他の書類（法第１５

条の６第１項の規定により知事が指定する者（以下「県指定試験

機関」という。）

に係るものを除く。）は、住所地を管轄する

地方局長を経由しなければならない。

（免許の申請）

第４条 省略

２ 前項 の場合において、法第４条第３項の規定によつて二級建

築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、前項 の免許

申請書に、外国の建築士免許証の写しを添えなければならない。

（免許）

第５条 知事は、前条の規定による申請があつた場合においては、

免許申請書の記載事項を審査し、申請者が二級建築士又は木造建

築士となる資格を有すると認めたときは、それぞれ法第５条第１

項の二級建築士名簿又は木造建築士名簿（以下「名簿」とい

う。）に登録して、申請者の区分に応じそれぞれ第２号様式によ

る二級建築士免許証又は第３号様式による木造建築士免許証

を交付する。

２ 省略

（登録事項の変更）

第７条 二級建築士又は木造建築士は、前条第２号に掲げる登録事

項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から３０日

� 目 次 �
規 則

○ 建築士法施行細則の一部を改正する規則…………………………………１

発 行 愛 媛 県

毎週（火・金）曜日発行 第２０４３号外１ 平成２１年２月２７日

平成２１年２月２７日金曜日 第２０４３号外１

愛 媛 県 報

１



以内に 、その旨を知事に届け出なければならな

い。

２ 二級建築士又は木造建築士は、前項の規定による届出をする場

合において、免許証又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築

士免許証明書（以下「免許証明書」という。）に記載された事項

に変更があつたときは、免許証の書換え交付を申請しなければな

らない。

３ 知事は、第１項の届出があつた場合においては名簿を訂正し、

前項の規定による申請があつたときは、免許証を書き換えて、申

請者に交付する。

（免許証の再交付）

第８条 二級建築士又は木造建築士は、免許証又は免許証明書を汚

損し、又は失つた場合においては、遅滞なく、二級建築士等免許

証用写真をちよう付した免許証再交付申請書にその理由を記載

し、汚損した場合にあつては、その免許証又は免許証明書を添

え、これを知事に提出しなければならない。

２ 省略

３ 二級建築士又は木造建築士は、第１項（第１２条の１４の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）の規定により免許証又は免

許証明書の再交付を申請した後、失つた免許証又は免許証明書を

発見した場合においては、発見した日から１０日以内に、これを知

事に返納しなければならない。

（免許の取消しの申請及び免許証等の返納）

第９条 法第８条の２の規定により死亡等の届出をする者は、届出

書に、当該届出に係る事由を証する書面及び免許証又は免許証明

書を添え、これを知事に提出しなければならない。

２ 二級建築士又は木造建築士は、法第９条第１項第１号の規定に

よる免許の取消しを申請する場合においては、免許取消申請書に

免許証又は免許証明書を添え、これを知事に提出しなければなら

ない。

３ 省略

４ 二級建築士又は木造建築士が法第９条第１項（第１号及び第２

号を除き、第３号にあつては法第８条の２第３号に掲げる場合に

該当する場合に限る。）又は法第１０条第１項の規定により免許を

取り消された場合においては、取消しの通知を受けた日から１０日

以内に、免許証又は免許証明書を知事に返納しなければならな

い。

（免許証等の領置）

第１２条 知事は、法第１０条第１項の規定により、二級建築士又は木

造建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該二級建築士

又は木造建築士に対して免許証又は免許証明書の提出を求め、か

つ、処分期間満了までこれを領置することができる。

（名簿の閲覧）

第１２条の２ 法第６条第２項の規定による二級建築士名簿及び木造

建築士名簿の閲覧は、次項に規定する場合を除き、土木部道路都

市局建築住宅課において行う。

２ 県指定登録機関が法第１０条の２０第１項に規定する二級建築士等

登録事務（以下「二級建築士等登録事務」という。）を行う場合

においては、県指定登録機関は、二級建築士名簿及び木造建築士

名簿を一般の閲覧に供するため、二級建築士等登録簿閲覧所を設

けなければならない。

３ 県指定登録機関は、前項の規定により二級建築士等登録簿閲覧

所を設けたときは、当該二級建築士等登録簿閲覧所の閲覧規程を

以内に、免許証を添え、その旨を知事に届け出なければならな

い。

２ 知事は、前項 の届出があつた場合においては名簿を訂正し、

且つ 、免許証を書き換えて申請

者 に交付する。

（免許証の再交付）

第８条 二級建築士又は木造建築士は、免許証 を汚

損し、又は失つた場合においては、遅滞なく、

免許証再交付申請書にその理由を記載

し、汚損した場合にあつては、その免許証 を添

え、これを知事に提出しなければならない。

２ 省略

３ 二級建築士又は木造建築士は、第１項

の規定により免許証

の再交付を申請した後、失つた免許証 を

発見した場合においては、発見した日から１０日以内に、これを知

事に返納しなければならない。

（免許の取消しの申請及び免許証 の返納）

第９条 法第８条の２の規定により死亡等の届出をする者は、届出

書に、当該届出に係る事由を証する書面及び免許証

を添え、これを知事に提出しなければならない。

２ 二級建築士又は木造建築士は、法第９条第１項第１号の規定に

よる免許の取消しを申請する場合においては、免許取消申請書に

免許証 を添え、これを知事に提出しなければなら

ない。

３ 省略

４ 二級建築士又は木造建築士が法第９条第１項（第１号及び第２

号を除き、第３号にあつては法第８条の２第３号に掲げる場合に

該当する場合に限る。）又は法第１０条第１項の規定により免許を

取り消された場合においては、取消しの通知を受けた日から１０日

以内に、免許証 を知事に返納しなければならな

い。

（免許証 の領置）

第１２条 知事は、法第１０条第１項の規定により、二級建築士又は木

造建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該二級建築士

又は木造建築士に対して免許証 の提出を求め、か

つ、処分期間満了までこれを領置することができる。

（名簿の閲覧）

第１２条の２ 法第６条第２項の規定による二級建築士名簿及び木造

建築士名簿の閲覧は 、土木部道路都

市局建築住宅課において行う。
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定めるとともに、当該二級建築士等登録簿閲覧所の場所及び閲覧

規程を公示しなければならない。

（県指定登録機関の指定の申請）

第１２条の３ 法第１０条の２０第１項の規定による指定を受けようとす

る者（次項第８号において「指定申請者」という。）は、次に掲

げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

� 名称及び住所

� 二級建築士等登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在

地

� 二級建築士等登録事務を開始しようとする年月日

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。

� 定款及び登記事項証明書

� 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及

び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立され

た法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

� 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画

書及び収支予算書

� 申請に係る意思の決定を証する書類

� 役員の氏名及び略歴を記載した書類

� 現に行つている業務の概要を記載した書類

� 法第１０条の２０第３項において準用する法第１０条の５第１項第

１号に規定する二級建築士等登録事務の実施に関する計画を記

載した書類

� 指定申請者が法第１０条の２０第３項において準用する法第１０条

の５第２項各号に該当しない旨を誓約する書面

	 その他参考となる事項を記載した書類

（県指定登録機関の名称等の変更の届出）

第１２条の４ 県指定登録機関は、法第１０条の２０第３項において準用

する法第１０条の６第２項の規定による届出をしようとするとき

は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければな

らない。

� 変更後の県指定登録機関の名称若しくは住所又は二級建築士

等登録事務を行う事務所の所在地

� 変更しようとする年月日

� 変更の理由

（県指定登録機関の役員の選任及び解任の認可の申請）

第１２条の５ 県指定登録機関は、法第１０条の２０第３項において準用

する法第１０条の７第１項の規定による認可を受けようとするとき

は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければな

らない。

� 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の

氏名

� 選任又は解任の理由

� 選任の場合にあつては、その者の略歴

２ 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同

項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第１０条の２０

第３項において準用する法第１０条の５第２項第４号イ又はロのい

ずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならな

い。

（登録事務規程の認可の申請）

第１２条の６ 県指定登録機関は、法第１０条の２０第３項において準用

する法第１０条の９第１項前段の規定による認可を受けようとする
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ときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する登録事務規程

を添え、これを知事に提出しなければならない。

２ 県指定登録機関は、法第１０条の２０第３項において準用する法第

１０条の９第１項後段の規定による認可を受けようとするときは、

次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならな

い。

� 変更しようとする事項

� 変更しようとする年月日

� 変更の理由

（県指定登録機関の事業計画等の認可の申請）

第１２条の７ 県指定登録機関は、法第１０条の２０第３項において準用

する法第１０条の１０第１項前段の規定による認可を受けようとする

ときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を

添え、これを知事に提出しなければならない。

２ 県指定登録機関は、法第１０条の２０第３項において準用する法第

１０条の１０第１項後段の規定による認可を受けようとするときは、

次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならな

い。

� 変更しようとする事項

� 変更しようとする年月日

� 変更の理由

（登録状況の報告）

第１２条の８ 県指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞

なく、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければ

ならない。

� 当該四半期における二級建築士及び木造建築士の登録、登録

事項の変更の届出及び登録の抹消の件数

� 当該四半期の末日における二級建築士及び木造建築士の人数

２ 前項の報告書には、二級建築士名簿及び木造建築士名簿の登録

事項を記載した登録者一覧表を添付しなければならない。

３ 第１項の報告書及び前項の添付書類の提出については、これら

の書類が電磁的記録で作成されている場合には、磁気ディスク、

シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項

を確実に記録しておくことができる物（以下「磁気ディスク等」

という。）をもつて調製するファイルに情報を記録したものを知

事に交付する方法をもつて行うことができる。

（不正登録者の報告）

第１２条の９ 県指定登録機関は、二級建築士又は木造建築士が偽り

その他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ち

に、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければな

らない。

� 当該二級建築士又は木造建築士に係る登録事項

� 偽りその他不正の手段

（二級建築士等登録事務の休廃止の許可の申請）

第１２条の１０ 県指定登録機関は、法第１０条の２０第３項において準用

する法第１０条の１５第１項の規定による許可を受けようとするとき

は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければな

らない。

� 休止し、又は廃止しようとする二級建築士等登録事務の範囲

� 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする

場合にあつては、その期間

� 休止又は廃止の理由

（県指定登録機関への書類の交付）
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第１２条の１１ 知事は、県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行

う場合において、次の各号に掲げる届出又は報告書等の送付若し

くは提出を受けたときは、県指定登録機関に対し、それぞれ当該

各号に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。

� 法第５条の２若しくは第８条の２の規定又は第９条第３項の

規定による届出 当該届出に係る事項

� 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令（平成２０

年国土交通省令第３７号）第４０条第４項又は第４３条第４項の規定

による報告書等の送付 同省令第４０条第２項第２号イ又は第４３

条第２項第２号イの修了者一覧表に記載された事項

� 第１８条の８第１項の規定による報告書の提出 同条第２項の

合格者一覧表に記載された事項

（免許の取消し等の処分の通知）

第１２条の１２ 知事は、県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行

う場合において、法第９条第１項の規定により二級建築士若しく

は木造建築士の免許を取り消したとき、又は法第１０条第１項の規

定により二級建築士若しくは木造建築士に対し戒告し、若しくは

１年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、若しくはそれらの免

許を取り消したときは、次に掲げる事項を県指定登録機関に通知

するものとする。

� 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日

� 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

� 処分の内容及び処分を行つた年月日

（県指定登録機関の指定等の公示）

第１２条の１３ 法第１０条の２０第３項において準用する法第１０条の６第

１項及び第３項、第１０条の１５第３項、第１０条の１６第３項並びに第

１０条の１７第３項の規定による公示は、愛媛県報で告示することに

よつて行う。

（県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における規

定の適用）

第１２条の１４ 県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合に

おける第４条第１項、第５条、第７条、第８条、第９条第４項及

び第１０条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあ

るのは「県指定登録機関」と、第５条第１項中「第２号様式によ

る二級建築士免許証又は第３号様式による木造建築士免許証」と

あるのは「二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書」

と、第７条第２項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証

明書の書換え交付」と、同条第３項及び第８条の見出し中「免許

証」とあるのは「免許証明書」と、同条第１項中「免許証再交付

申請書」とあるのは「免許証明書再交付申請書」と、同条第２項

中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第１０条第１項中「免

許を取り消した場合又は前条第３項の届出があつた場合」とある

のは「知事が免許を取り消した場合又は第１２条の１１の規定により

第９条第３項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付

を受けた場合」とする。

第１２条の１５ 省略

第１２条の１６ 省略

第１２条の１７ 省略

第１２条の１８ 省略

（登録簿等の閲覧）

第１３条 法第２３条の９の規定による建築士事務所登録簿等の閲覧

は、次項に規定する場合を除き、土木部道路都市局建築住宅課に

おいて行う。

第１２条の３ 省略

第１２条の４ 省略

第１２条の５ 省略

第１２条の６ 省略

（登録簿等の閲覧）

第１３条 法第２３条の９の規定による建築士事務所登録簿等の閲覧

は、道路都市局建築住宅課 に

おいて行う。
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２ 指定事務所登録機関が法第２６条の３第１項に規定する事務所登

録等事務（以下「事務所登録等事務」という。）を行う場合にお

いては、指定事務所登録機関は、建築士事務所登録簿等を一般の

閲覧に供するため、建築士事務所登録簿等閲覧所を設けなければ

ならない。

３ 指定事務所登録機関は、前項の規定により建築士事務所登録簿

等閲覧所を設けたときは、当該建築士事務所登録簿等閲覧所の閲

覧規程を定めるとともに、当該建築士事務所登録簿等閲覧所の場

所及び閲覧規程を公示しなければならない。

（指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規

定の適用）

第１３条の２ 指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合に

おける第１２条の１５から第１２条の１８までの規定の適用については、

第１２条の１５及び第１２条の１６中「知事」とあるのは「指定事務所登

録機関」と、第１２条の１５中「第５号様式によるものとする」とあ

り、第１２条の１７中「第６号様式によるものとする」とあり、及び

第１２条の１８中「第７号様式によるものとする」とあるのは「指定

事務所登録機関が定めるところによるものとする」とする。

（県指定試験機関の指定の申請）

第１８条の２ 省略

（県指定試験機関の名称等の変更の届出）

第１８条の３ 省略

（県指定試験機関の役員の選任及び解任の認可の申請）

第１８条の４ 省略

（県指定試験機関の事業計画等の認可の申請）

第１８条の７ 省略

（二級建築士等試験事務の実施結果の報告）

第１８条の８ 省略

２ 省略

３ 第１項の報告書及び前項の添付書類の提出については、これら

の書類が電磁的記録で作成されている場合には、磁気ディスク等

をもつて調製するファイル

に情報を記録したものを知事に交付する方法をもつて行うことが

できる。

第１号様式（第４条関係）
二級

建築士免許申請書
木造

（表）

省略

（ 指定の申請）

第１８条の２ 省略

（ 名称等の変更の届出）

第１８条の３ 省略

（ 役員の選任及び解任の認可の申請）

第１８条の４ 省略

（ 事業計画等の認可の申請）

第１８条の７ 省略

（二級建築士等試験事務の実施結果の報告）

第１８条の８ 省略

２ 省略

３ 第１項の報告書及び前項の添付書類の提出については、これら

の書類が電磁的記録で作成されている場合には、磁気ディスク、

シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項

を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイル

に情報を記録したものを知事に交付する方法をもつて行うことが

できる。

第１号様式（第４条関係）
二級

建築士免許申請書
木造

（表）

省略

省略

愛媛県知事 氏名

愛媛県指定登録機関 様 署 名

（ 名 称 ）

省略

氏名

愛媛県知事 様 署 名

ふりがな

氏 名
生年

月日
年 月 日生

写 真

１ 縦４．５�、
横３．５�の写
真の裏面に氏
名及び撮影年
月日を記入し
てのりではり
付けてくださ
い。

２ ちよう付し

ふりがな

氏 名
生年

月日
年 月 日生

性 別

男□ 女□

本 籍
性 別

本 籍
男□ 女□

現住所

〒

電話

現住所 〒 電話番号

二級□
建築士試験に合格した時期

木造□二級□
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試 験

建築士試験に合格した時期
木造□

年

た写真は免許
証に転写され
ます。 試 験

年

合格証

書日付
年 月 日

合格証

書番号
第 号

合格証

書日付
年 月 日

合格証

書番号
第 号

省略 省略

（裏） 省略

第５号様式（第１２条の１５関係） 省略

第６号様式（第１２条の１７関係） 省略

第７号様式（第１２条の１８関係） 省略

（裏） 省略

第５号様式（第１２条の３関係） 省略

第６号様式（第１２条の５関係） 省略

第７号様式（第１２条の６関係） 省略

第２条 建築士法施行細則の一部を次のように改正する。

第２号様式及び第３号様式を次のように改める。
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第２号様式（第５条関係） 二級建築士免許証

（表）

二 級 建 築 士 免 許 証

（氏 名） 年 月 日生

二級建築士登録番号 第 号
登 録 年 月 日 年 月 日

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）により
二級建築士の免許を与えたことを証する。

年 月 日

愛媛県知事 �

（裏）

講習受講履歴

講習の種別 修了年月日 修了証番号

注１ 用紙の大きさは、縦５．４センチメートル、横８．５センチメートルとする

こと。

２ 写真の大きさは、縦３．０センチメートル、横２．４センチメートルとする

こと。

写

真
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第３号様式（第５条関係） 木造建築士免許証

（表）

木 造 建 築 士 免 許 証

（氏 名） 年 月 日生

木造建築士登録番号 第 号
登 録 年 月 日 年 月 日

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）により
木造建築士の免許を与えたことを証する。

年 月 日

愛媛県知事 �

（裏）

講習受講履歴

講習の種別 修了年月日 修了証番号

注１ 用紙の大きさは、縦５．４センチメートル、横８．５センチメートルとする

こと。

２ 写真の大きさは、縦３．０センチメートル、横２．４センチメートルとする

こと。

写

真
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、第１条中建築士法施行細則第１２条の２の次に１２条を加える改正規定（第１２条の

３から第１２条の７まで、第１２条の１０及び第１２条の１３に係る部分に限る。）は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則施行の際現に第２条の規定による改正前の建築士法施行細則（以下「旧規則」という。）第２号様式及び第３号様式の規定に

より交付している書類は、同条の規定による改正後の建築士法施行細則（以下「新規則」という。）第２号様式及び第３号様式の規定に

より交付した書類とみなす。

３ この規則施行の際現に旧規則第２号様式の規定による二級建築士免許証又は旧規則第３号様式の規定による木造建築士免許証の交付を

受けている二級建築士又は木造建築士は、新規則第２号様式の規定による二級建築士免許証若しくは新規則第３号様式の規定による木造

建築士免許証又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書の交付を申請することができる。この場合において、当該交付の

申請は、第１条の規定による改正後の建築士法施行細則第７条第２項の免許証又は同規則第１２条の１４の規定により読み替えて適用される

同規則第７条第２項の免許証明書の書換え交付の申請とみなす。

平成２１年２月２７日 発行
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